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１．事業概要

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

さくら市水道事業経営戦略

427 千ｍ

団 体 名 ：

事 業 名 ：

　さくら市

　水道事業

計 画 給 水 人 口 45,600

現 在 給 水 人 口 40,366
法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分 法適（全部）

策 定 日 ：

年度

　□　表流水　,　□　ダム　,　☑　伏流水　,　☑　地下水　,　□　受水　,　□　その他　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

5

0.30

供用開始年月日 昭和 40 年 6 月 1 日

有 収 水 量 密 度

10

～

管 路 延 長

水 源

施 設 能 力 20,296 ㎥／日 施 設 利 用 率 64.76

施 設 数

計 画 期 間 ：

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

○料金体系の概要
　本市の水道料金は口径別料金を採用しており、基本料金と従量料金で構成される二
部料金制を採用している（下図参照・消費税は別途加算）。

○基本的考え方
　基本料金については、水道水を多量に使う使用者ほど、施設整備のための経費の負
担割合を大きくすべきとの考えに基づき、量水器の口径が大きくなるほど高額になるよう
に設定。さらに、生活必需用水は使用の有無にかかわらず低廉にし、安心して使用でき
るようにすべきとの考えの下、基本料金を負担すれば一定量の水道水を使用できる基
本水量制と、使用水量に応じて料金を負担する従量料金制を採用している。

（１）事業の現況

水量 料金

13ミリメートル 2,560円

20ミリメートル 3,260円

25ミリメートル 4,660円

30ミリメートル 8,640円

40ミリメートル 11,660円

50ミリメートル 32,660円

75ミリメートル 50,400円

100ミリメートル 116,660円

150ミリメートル 280,000円

メーター口径
基本料金（2ヶ月あたり） 超過料金

1立方メートルあたり

20立方メートルまで 163円
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④ 組　織

○平成16年度の2町合併の際、事務や料金体系を統一。同時に事業の見直し等を行い、事業経営のスリム化
を図った。

○業務の効率性・経済性向上を図りながら、社会情勢の変化に十分に対応したサービスの提供を行っていく
ため、平成23年度より業務の一部（料金徴収業務、検針・開閉栓等業務など）を民間委託。民間業者の持つノ
ウハウやネットワークを活用し、多様化するニーズへの対応やお客様サービスの一層の向上、費用の縮減に努
めた。

○平成23年度に「さくら市水道ビジョン」を策定。現状の課題を把握し、事業の将来を見据え、今後の方向性と
施策を定めた。

○水道の維持管理や計画的な設備の取り替えなど、最低限必要となる支出に耐えうるだけの財源を確保する
ため、平成26年度に料金改定を行った。

○平成26年度に上水道事業と簡易水道事業を統合した。さくら市水道事業を一本化することにより、経営効率
の向上を図った。

平成 26 年 6 月 1 日料金改定年月日
（消費税のみの改定は含まない）

　平成29年度現在、本市水道事業は課長及び課長補佐の管理職のほか、業務係：3名、工務係：4名の計9名
体制で、業務係は事業経営・料金徴収業務等、工務係は施設管理・建設改良工事等の業務にそれぞれ従事
している。
　職員の年齢構成は50代：1名、40代：4名、30代：2名、20代：2名で、平均年齢は40.89歳となっている。

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

○料金体系の概要
　本市の水道料金は口径別料金を採用しており、基本料金と従量料金で構成される二
部料金制を採用している（下図参照・消費税は別途加算）。

○基本的考え方
　基本料金については、水道水を多量に使う使用者ほど、施設整備のための経費の負
担割合を大きくすべきとの考えに基づき、量水器の口径が大きくなるほど高額になるよう
に設定。さらに、生活必需用水は使用の有無にかかわらず低廉にし、安心して使用でき
るようにすべきとの考えの下、基本料金を負担すれば一定量の水道水を使用できる基
本水量制と、使用水量に応じて料金を負担する従量料金制を採用している。

（２）これまでの主な経営健全化の取組

○組織図

技術職

事務職

技術職

事務職

1人

3人

0人

3人

水道課長
（事務職）

水道課長補佐
（事務職）

工務係
（係長：技術職）

業務係
（係長：事務職）
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２．将来の事業環境

　

　経常収支比率、料金回収率は100％を超え、経営状態は健全であるといえる。有収率については類似団体
の平均値を下回っているが、これは平成33年度までを予定している未普及地域解消事業が終了することで、
解消するものと考察される。
　また、管路の老朽化率が平均値を上回り、なおかつ更新率については平均値を下回っている状況にあるた
め、計画的な設備更新が必要となる。

　将来人口は、「さくら市人口ビジョン」及び水道事業の過去の実績を基に算出。
　計画給水区域内人口は、平成32年度まで増加傾向で推移し、それをピークに減少傾向へと転じ平成39年度
には44,146人になる。この値は、平成28年度に比べ2%減となる。
　給水人口は、水道未普及地域への拡張工事を進めていることから普及率が向上し、平成39年度までは増加
傾向となり41,912人になる。この値は、平成28年度と比べて4%の増加となる。

　水需要の予測は、給水人口の予測及び水道事業の過去の実績を基に算出。
　有収水量は、氏家地区の普及率の向上を考慮していることから、平成39年度までは増加傾向となり
10,694m3/日になる。この値は、平成28年度に比べ4%増となる。
　1日平均給水量は、有収水量と同様に増加傾向となっており平成39年度には13,469m3/日になる。この値
は、平成28年度の2%増となる。
　1日最大給水量も1日平均給水量と同様に増加傾向で推移し、平成39年度には16,427m3/日となる。

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

（１）給水人口の予測

（２）水需要の予測

44,350 44,312 44,388 44,463 44,539 44,612 44,550 44,490 44,427 44,367 44,305 44,226 44,146 

40,265 40,366 40,598 40,833 41,068 41,296 41,390 41,483 41,575 41,667 41,760 41,837 41,912 
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実績 推計

10,174 10,307 10,432 10,481 10,530 10,578 10,596 10,613 10,630 10,648 10,665 10,679 10,694 

12,768 13,143 13,271 13,313 13,357 13,400 13,408 13,418 13,428 13,439 13,451 13,459 13,469 

15,714 15,271 
16,215 16,271 16,328 16,387 16,388 16,394 16,401 16,407 16,417 16,420 16,427 
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３．経営の基本方針

（３）料金収入の見通し

（４）施設の見通し

（５）組織の見通し

　現在9名で事業運営を行っており、職員数はこのまま横ばい、もしくは減少傾向にある。今後も業務の委託範
囲拡大を検討し、民間の資金・ノウハウを活用しながら、サービスの向上・経費削減を図る。
　また、水道の適正な管理を継続できるように、水道技術管理者を計画的に育成し、確保するよう努めていく。

　管路については、平成33年度まで未普及地域解消事業として、未普及地域への配水管布設工事を中心に
行うとともに、災害時拠点となる施設までの管路など、重要度の高い路線の耐震化を進めていく。それ以降に
ついては、市内に残る未普及箇所の解消を進めつつ、配水管総延長約413ｋｍの内、約17ｋｍある法定耐用年
数を経過した老朽管や、約23ｋｍ残る石綿セメント管の更新を計画的に行っていく。
　また、浄水設備等についても耐用年数や稼働状況、重要度などを考慮したうえで優先順位をつけ、統廃合を
含めた更新を進めていく。

　本市の水道事業は、昭和40年の給水開始
以来、水需要の増加に対応するため施設
整備を行いながら、安全な水の安定供給を
続けてきた。
　今後も水源の有効活用を図りつつ、安心
して飲める安全な水を安定して供給出来る
よう努めていく。
　そこで基本理念として“安全な水の安定
供給 ”を掲げ、この基本理念を実現させる
ために４つの基本目標と７つの基本方針を
設定した。

　

　給水収益の予測は、給水人口の予測及び水道事業の過去の実績を基に算出。
　給水収益は、氏家地区の普及率の向上に伴う有収水量の増加により、平成39年度までは増加傾向となり
703,845千円になる。この値は、平成28年度に比べ4%増で、約2,500万円増額となる。
　供給単価は、現行の料金設定を継続するものと仮定し、平成28年度の実績値を採用。
　給水原価は、未普及地域解消事業に伴う費用の増加により、平成34年度までは増加傾向となり188.94円に
なる。この値は、平成28年度に比べ6%増となるが、事業終了後には減少傾向に転じ、平成39年度には172.32
円となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全な水の安定供給 

基本理念 

○ 安全な水の安定供給 

○ 安定した水道事業運営 

○ 災害に強い水道 

○ 環境にやさしい水道 

基本目標 

○ 安心で快適な水道水の供給 

○ 未普及地域の解消 

○ 経営の健全化 

○ お客様サービスの向上 

○ 災害対策等の充実 

○ 施設の改良・更新 

○ 環境への負荷の低減 

基本方針 

基本方針の策定 
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４．投資・財政計画（収支計画）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

○委託料：民間委託を継続していくため横ばいの予定だが、今後は委託範囲の拡大等も検討する。

○修繕費：老朽化した管路の更新を進め、漏水事故を減らすことで修繕費の縮減を図っていく。

○職員給与費：人事異動に伴う職員の入れ替えにより、年度間で多少の増減はあるが、ほぼ横ばいで推移し
ていくものと考えられる。

○水道未整備地区（氏家北東部及び氏家南東部地域）の市民が、安心で安全な水道水を安定的に利用でき
るよう、水道未普及地域解消事業を実施し、配水管を整備していく。
　実施に当たっては、短期間で事業を完了することを目的に、一般会計から出資金を受け入れている。出資金
の期間は、平成26～33年度の8年間で、出資金の額は、各年度において1億円、8年間で総額8億円を限度と
して収入を見込んでいる。

○現在、法定耐用年数を経過した管路や、地震に対して強度的に不安の残る石綿セメント管が市内に多く
残っている状態のため、老朽化の度合いや重要度等を分析して適正に判断し、計画的に更新を進める。
　施設更新時には、地震や豪雨をはじめとする大規模災害を想定し、耐震化を推進。緊急時にも、市民の生命
の維持や生活に必要となる水を安定して供給できるよう、整備を進めていく。

目　　　　　　　標
適切な水道料金の設定と、企業債発行による借入及び国庫補助金を有効活用し、

安定した財源の確保を図る。

②　収支計画のうち財源についての説明

○水道料金については、計画期間中における給水人口と有収水量が共に微増という予測を基に、現行の料金
設定を継続することを前提としている。しかし、1人あたりの有収水量の減少に伴う収入減や消費税増税、計画
期間以降の将来推計等を総合的に判断し、料金の改定についても検討を行っていく。

○平成33年度で未普及地域解消事業が終了するため、次年度からは地方債の起債額が減額となっている。ま
た事業終了に併せて一般会計からの繰入金もなくなる。平成34年度以降については、企業債の残高や利息の
支払予定を踏まえながら、健全な経営を妨げない範囲で企業債を活用し、負担の平準化と資金の確保を図
る。

○未普及地域解消事業については、今後も国庫補助金を要望していく。

目　　　　　　　標
将来にわたり安心・安全な水道水をより安定的に供給するため、

効率的に水道施設の新設・更新・耐震化を進める。

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　定期的なモニタリングを行い、総務省がまとめた策定ガイドライン内でも示され
ているとおり、3～5年を目安に見直し（ローリング）を実施する。
　見直しを行った結果、計画と実績に著しい乖離がある場合や、将来予測に大
きな変動がある場合には更新を行う。

施設・設備の長寿命化等の
投 資 の 平 準 化

　施設・設備の整備時期について、重要度等を勘案しながら適正な優先順位付
けを行い、投資の平準化を図る。

広 域 化
　現時点では積極的な検討は行っていないが、先進事例等の情報の収集を行
いながら、近隣自治体の動向を注視している。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　未普及地域解消事業終了後、それ以降の借入額を縮小し、企業債残高の縮
減を図る。

　国の繰出基準に基づく繰入対象経費以外の経費で、市として政策的に実施
する事業に係るものについて、繰入対象とすることを検討していく。

　現在も業務の一部を民間委託しているが、今後は施設の維持・管理・運営等
も含め、範囲の拡大を検討する。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

動 力 費

職 員 給 与 費

企 業 債

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料

修 繕 費

　委託可能な業務を検討しながら範囲拡大を図り、経費の縮減と更なる効率的
な事業運営を目指す。

　老朽化した設備・管路の更新を進め、不具合や漏水等の部分的な修繕を根
本から減らすことで、修繕費の縮減を図っていく。

　設備更新時における省エネルギー型機器の導入や、漏水発生の減少による
ポンプ稼働時間の短縮を図り、電力消費量の低減化を進める。

　社会情勢やさくら市職員との適合を基本的な考えとし、人事院勧告や本市水
道事業の経営状況等を踏まえ、引き続き給与の適正化に取り組んでいく。

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

　施設の統合等により将来遊休資産が発生した場合には、売却も含めた有効
利用の方法を模索する。

繰 入 金

　将来的な給水人口、水需要の予測に基づき、浄水場･取水場・ポンプ場等の
統廃合について検討を進める。

　上記の統廃合に併せて、設備の簡素化、合理化を図る。

　今回の計画期間中は、現行の料金設定を継続することを前提としているが、
状況に応じて改定も視野に入れて検討する。

施設・設備の廃止・統合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

6



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） 平成29年度

１． (A) 681,694 689,626 697,327 700,552 703,777 706,936 708,121 709,240 710,359 711,543 712,662 713,584 714,571
(1) 670,602 678,337 686,601 689,826 693,051 696,210 697,395 698,514 699,633 700,817 701,936 702,858 703,845
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 11,092 11,289 10,726 10,726 10,726 10,726 10,726 10,726 10,726 10,726 10,726 10,726 10,726

２． 81,433 77,900 78,806 78,806 78,806 78,806 78,806 78,806 78,806 78,806 78,806 78,806 78,806
(1) 14,069 17,528 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081

14,069 17,528 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 10,472 11,438 13,808 13,383 13,184 13,170 13,160 13,160 13,160 13,128 13,096 13,085 13,085
(3) 56,892 60,372 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725

(C) 763,127 767,526 776,133 779,358 782,583 785,742 786,927 788,046 789,165 790,349 791,468 792,390 793,377
１． 559,886 568,633 625,276 633,881 644,201 654,486 662,041 668,399 658,922 649,403 642,020 636,111 632,009
(1) 40,160 32,160 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000

21,628 17,291 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,532 14,869 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
(2) 159,297 171,398 163,149 163,149 163,149 163,149 163,149 163,149 163,149 163,149 163,149 163,149 163,149

46,213 40,971 46,213 46,213 46,213 46,213 46,213 46,213 46,213 46,213 46,213 46,213 46,213
20,407 30,895 20,407 20,407 20,407 20,407 20,407 20,407 20,407 20,407 20,407 20,407 20,407

0 40 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
92,677 99,492 93,529 93,529 93,529 93,529 93,529 93,529 93,529 93,529 93,529 93,529 93,529

(3) 360,429 365,075 419,127 427,732 438,052 448,337 455,892 462,250 452,773 443,254 435,871 429,962 425,860
２． 105,650 102,031 97,519 92,718 88,050 84,184 80,328 76,665 71,741 67,143 62,647 58,161 53,698
(1) 105,650 102,031 97,519 92,718 88,050 84,184 80,328 76,665 71,741 67,143 62,647 58,161 53,698
(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 665,536 670,664 722,795 726,599 732,251 738,670 742,369 745,064 730,663 716,546 704,667 694,272 685,707
(E) 97,591 96,862 53,338 52,759 50,332 47,072 44,558 42,982 58,502 73,803 86,801 98,118 107,670
(F) 0 50,373 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
(G) 34,571 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(H) △ 34,571 50,373 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63,020 147,235 53,339 52,760 50,333 47,073 44,559 42,983 58,503 73,804 86,802 98,119 107,671
(I)
(J) 1,892,164 2,093,426 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

53,200 46,363 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
(K) 369,991 430,623 348,789 321,247 324,712 322,445 325,056 323,886 329,886 339,301 350,000 350,000 350,000

22,705 14,829 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 681,694 689,626 697,327 700,552 703,777 706,936 708,121 709,240 710,359 711,543 712,662 713,584 714,571

(N)

(O)

(P) 681,694 689,626 696,451 699,672 704,789 706,048 707,231 708,349 711,381 710,649 711,767 712,687 715,599

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

平成30年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

平成39年度

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） 平成29年度

１． 300,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

２． 119,585 117,312 113,916 109,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 29,808 26,644 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

５．

６． 43,446 66,622 120,788 43,403 53,464 49,397 36,096 0 0 0 0 0 0

７．

８． 18,198 32,000 33,000 30,000 30,000 30,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

９． 19,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 512,308 478,776 545,404 464,103 462,164 458,097 444,796 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

(B)

(C) 512,308 478,776 545,404 464,103 462,164 458,097 444,796 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

１． 594,365 557,132 708,904 708,904 708,904 708,904 708,904 339,672 339,672 339,672 339,672 339,672 339,672

20,553 18,243 21,267 21,267 21,267 21,267 21,267 21,267 21,267 21,267 21,267 21,267 21,267

２． 265,898 270,698 281,034 276,551 249,009 252,474 248,720 251,446 250,291 256,181 265,421 273,817 279,126

３．

４．

５．

(D) 860,263 827,830 989,938 985,455 957,913 961,378 957,624 591,118 589,963 595,853 605,093 613,489 618,798

(E) 347,955 349,054 444,534 521,352 495,749 503,281 512,828 408,118 406,963 412,853 422,093 430,489 435,798

１． 347,955 367,252 478,174 555,992 527,389 534,921 544,468 481,349 481,234 488,234 498,653 508,301 508,798

２．

３．

４．

(F) 347,955 367,252 478,174 555,992 527,389 534,921 544,468 481,349 481,234 488,234 498,653 508,301 508,798

0 △ 18,198 △ 33,640 △ 34,640 △ 31,640 △ 31,640 △ 31,640 △ 73,231 △ 74,271 △ 75,381 △ 76,560 △ 77,812 △ 73,000

(G)

(H) 5,455,841 5,435,142 5,404,108 5,377,557 5,378,548 5,376,074 5,377,354 5,275,908 5,175,617 5,069,436 4,954,015 4,830,198 4,701,072

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） 平成29年度

24,092 28,102 31,287 27,560 25,258 24,454 23,693 23,065 22,544 22,213 21,963 21,740 21,548

10,023 10,574 13,585 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394

14,069 17,528 17,702 16,166 13,864 13,060 12,299 11,671 11,150 10,819 10,569 10,346 10,154

149,393 162,154 174,616 170,700 158,700 158,700 158,700 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

29,808 44,842 60,700 61,700 58,700 58,700 58,700 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

119,585 117,312 113,916 109,000 100,000 100,000 100,000

173,485 190,256 205,903 198,260 183,958 183,154 182,393 56,065 55,544 55,213 54,963 54,740 54,548

平成39年度

平成39年度

平成38年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

計

そ の 他

平成35年度 平成36年度 平成37年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

平成37年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

平成38年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度平成30年度



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※　平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表
栃木県　さくら市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

353.66 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) －

法適用 水道事業 末端給水事業 A5 44,430 125.63

　①経常収支比率と⑤料金回収率は100％を超えて
いますので、収支が黒字であること、給水に係る費
用を水道料金収入のみで賄えていることを示してい
ます。また、両指標は平成25年度から平成26年度に
かけて大きく増加しています。これは平成26年度に
水道料金の値上げと簡易水道事業の統合を行ったこ
とが大きな要因となっています。今後もこの状態を
維持できるよう経費削減を図ると共に、水道加入促
進に努めいく考えです。
　④企業債残高対給水収益比率は、水道料金収入に
対する企業債残高の割合を示す指標となっていま
す。さくら市水道事業の数値は、平均値と比較する
と2倍以上の数値となっています。近年、水道未普
及地域解消を図るため、浄水場を建設すると共に水
道管の拡張工事を急速に進めており、その主な財源
として財政融資資金を積極的に活用していること
が、この指標を高いものにしている要因となってい
ます。今後、工事の財源割合の見直しを図るととも
に、必要な工事を行いながら当該指標をどのように
引き下げていくかが課題であると考えます。
　⑧有収率については、平均値を下回っている状況
ではありますが、平成33年度までを予定している拡
張工事が終わることで改善されると考えています。

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

395.45 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 56.08 90.79 2,764 40,265 101.82

2. 老朽化の状況について

　平均的な水道管整備速度よりも緩やかに整備を進
めていたため、①有形固定資産減価償却率及び②管
路経年化率共に平均値を下回っています。しかし、
地震に強くない石綿管が20km以上布設されているの
で、該当箇所の更新は急務であると考えています。
また、浄水場等設備の機械も老朽化に伴い不具合を
起こすことが増加してきているため、計画的に設備
更新を図る必要があると考えています。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

全体総括

　現在、経営状態は概ね健全な状態です。
　しかし、恒久的な安定給水を実現するためには、
老朽化した施設を更新する必要があり、そのための
財源は不足すると見込まれています。今後は、い
つ、どのように施設を更新していくか、そのための
財源をどのように確保するかという課題を解決する
ための中・長期的な計画を策定する必要があると考
えています。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.54 0.49 0.42 0.33 0.43

平均値 0.70 0.81 0.59 0.60 0.56

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 108.42 105.53 100.93 112.57 114.59

平均値 105.61 106.41 106.89 109.04 109.64

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 34.44 35.40 36.85 37.46 41.97

平均値 35.53 36.36 37.34 44.31 45.75

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 32.31 33.11 34.50 35.10 5.90

平均値 6.47 7.80 8.39 10.09 10.54

①経常収支比率(％)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 6.79 6.33 7.76 3.77 3.62

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 468.02 1,948.97 1,471.45 414.95 511.41

平均値 832.37 852.01 909.68 382.09 371.31

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 1,055.43 1,049.69 1,020.20 918.20 813.57

平均値 403.15 391.40 382.65 385.06 373.09

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 92.36 89.29 85.28 98.33 102.30

平均値 94.86 95.91 96.10 99.07 99.99

160.00

165.00

170.00

175.00

180.00

185.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 167.09 172.82 180.98 177.27 176.04

平均値 179.14 179.29 178.39 173.03 171.15

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 68.74 69.29 69.63 63.32 62.91

平均値 58.76 59.09 59.23 58.58 58.53

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 79.54 80.40 80.36 79.22 79.68

平均値 84.87 85.40 85.53 85.23 85.26

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【113.56】 【0.87】 【262.74】 【276.38】

【89.95】【59.76】【163.72】【104.99】

【47.18】 【13.18】 【0.85】
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